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議
案

所
得
税
法
の
「
寡
婦
（
夫
）
控
除
」
規
定
の
改
正
を
求
め
る
意
見
書

寡
婦
（
夫
）
控
除
は
、
配
偶
者
と
の
死
別
や
離
婚
の
の
ち
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
な
ど
の
世
帯
に
対
し
、

所
得
税
及
び
住
民
税
の
算
出
に
お
い
て
一
定
の
所
得
控
除
が
受
け
ら
れ
る
税
制
優
遇
制
度
で
あ
る
が
、
婚
姻

歴
の
な
い
い
わ
ゆ
る
非
婚
の
ひ
と
り
親
世
帯
に
は
適
用
さ
れ
て
い
な
い
。

非
婚
の
ひ
と
り
親
世
帯
は
、
寡
婦
（
夫
）
控
除
が
適
用
さ
れ
る
同
じ
収
入
の
ひ
と
り
親
世
帯
と
比
較
し
て
、

所
得
税
、
住
民
税
が
高
く
な
る
だ
け
で
な
く
、
保
育
料
や
公
営
住
宅
家
賃
な
ど
で
大
き
な
負
担
を
強
い
ら
れ

て
お
り
、
そ
の
負
担
差
は
年
収
約
二
○
○
万
円
の
世
帯
で
二
○
万
円
か
ら
四
○
万
円
に
も
上
る
。

近
年
、
様
々
な
理
由
か
ら
非
婚
で
子
ど
も
を
産
み
育
て
て
い
る
母
子
世
帯
が
増
え
て
い
る
。
平
成
二
十
三

年
度
厚
生
労
働
省
「
全
国
母
子
世
帯
等
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
離
婚
八
○
・
八
％
、
非
婚
七
・
八
％
、
死
別
七

・
五
％
と
、
非
婚
は
死
別
を
上
回
っ
て
い
る
。

ま
た
日
本
の
母
子
世
帯
の
就
業
率
は
八
○
％
を
超
え
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
貧
困
率
は
五
四
・
六
％
と

悪
化
し
て
い
る
。
年
間
就
労
収
入
は
、
母
子
世
帯
全
体
で
一
八
一
万
円
で
あ
る
の
に
対
し
、
非
婚
世
帯
は
一

六
○
万
円
と
極
め
て
低
い
上
に
重
い
税
負
担
等
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
非
婚
の
ひ
と
り
親
世
帯
に
対
し
て
、
独
自
に
寡
婦
（
夫
）
控
除
を
「
み
な
し
適

用
」
す
る
自
治
体
も
ふ
え
て
き
て
い
る
が
、
保
育
料
や
公
営
住
宅
家
賃
な
ど
の
一
部
サ
ー
ビ
ス
に
と
ど
ま
っ

て
お
り
、
法
改
正
に
よ
る
根
本
的
な
解
決
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
憲
法
が
う
た
う
法
の
下
の
平
等
に
照
ら
し
、
著
し
い
格
差
を

是
正
す
る
た
め
に
も
、
早
急
に
所
得
税
法
を
改
正
し
、
暮
ら
し
向
き
が
極
め
て
厳
し
い
非
婚
の
ひ
と
り
親
世

帯
に
も
寡
婦
（
夫
）
控
除
を
適
用
す
る
よ
う
、
強
く
要
望
す
る
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
七
日
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